
 

アプリ定期積金に係る特約 

 

１．特約の適用範囲等 

（1）この特約は、「おかしんアプリ」（以下「本アプリ」といいます。）から開設した岡崎信

用金庫（以下「当金庫」といいます。）の定期積金について適用されます。 

（2）この特約は、定期積金規定およびおかしんアプリ利用規約（以下「原規定等」といい

ます。）の一部を構成するとともに原規定等と一体として取り扱われるものとし、この

特約に定めがある事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関

しては原規定等が適用されるものとします。 

（3）この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは原規

定等の定義によります。 

 

２．口座開設 

（1）本アプリに登録した普通預金口座を振替口座とする場合に限り、定期積金口座を開設

することができます。この場合、開設する口座の名義およびお取引店は振替口座と同

一とさせていただきます。 

（2）本アプリから開設できる定期積金口座は、おひとりさま最大 5 口座です。ただし、お

取引店が異なる場合、お取引店ごとに最大 5 口座開設することができます。 

（3）当金庫の定期積金規定にかかわらず、通帳・証書の発行はいたしません。 

（4）口座開設日は、申込日の翌営業日になります。 

（5）定期積金の新規受付等における適用金利については、申込日時点ではなく、口座開設

日の金利を適用します。 

（6）本アプリから開設できる定期積金口座は、当金庫の定期積金規定第 11 条（同条（3）

を除く）に基づき、満期自動解約の取り扱いをいたします。この場合、同条内の「通

帳（証書）に満期自動解約の取扱いの記載があるもの」とあるのは「アプリ定期積金」

に読み替えるものとします。 

 

３．中途解約 

（1）本アプリから開設できる定期積金口座は、満期日前に定期積金の解約依頼をすること

ができます。この場合、利息・給付補てん金等の計算は当金庫の定期積金規定に基づ

いて行い、元金・利息は振替口座に入金するものとします。このとき、原則として依

頼の翌営業日に処理いたしますが、金庫状況により遅れる場合がございます。 

 

４．特約の変更 

（1）この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると

認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表すること

により、変更できるものとします。 

（2）前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとしま

す。 

 

以上 

（2023 年 3 月 22 日現在） 


